
平成２５年８月２９日 
消 防 庁 

 

｢消防力の整備指針及び消防水利の基準に関する検討会｣の開催 

 
東日本大震災の教訓及び現在の社会情勢を踏まえて、市町村が平常時から整備して

おくべき消防力及び消防水利のあり方について検討を行うため、「消防力の整備指針及

び消防水利の基準に関する検討会」を開催することとしたのでお知らせします。 
 

１ 趣旨 

市町村は、｢消防力の整備指針｣に基づき必要な消防力の整備を図るとともに、｢消

防水利の基準｣に基づき、必要な消防水利の確保に努めているところです。 

  しかしながら、東日本大震災においては、消防職団員、消防車両、消防庁舎及び消

防水利が被災し、消防活動に多大な影響が生じたことや、社会情勢の変化に伴う災害

形態の多様化等から、各種検討会の結果等を踏まえて、市町村が平常時から整備して

おくべき消防力及び消防水利のあり方について検討を行うため、検討会を開催します。 
 
２ 主な検討項目 

（1）東日本大震災を踏まえた｢消防力の整備指針｣の見直しに関すること 

（2）社会情勢等の変化に対応した｢消防力の整備指針｣の見直しに関すること 

（3）東日本大震災を踏まえた｢消防水利の基準｣の見直しに関すること 

（4) その他必要と認める事項に関すること 
 
３ 開催要綱 

  別紙１のとおり 
 
４ 委員 

  別紙２のとおり  
 
５ スケジュール 

  平成２５年９月２日（月）１４時から三田共用会議所にて第１回検討会を開催しま

す。（平成２５年度中に２回程度（別途ワーキンググループ会議を２回程度）、平成２

６年度中に複数回（別途ワーキンググループ会議を複数回）開催する予定。） 

 

 

（連絡先）消防庁消防・救急課 

坂本課長補佐、今井係長 

 電 話 03-5253-7522（直通） 

 ﾌｧｸｼﾐﾘ 03-5253-7532 

 電子メール keibou@ml.soumu.go.jp 



消防力の整備指針及び消防水利の基準に関する検討会開催要綱 

 

 (検討会の開催) 

第１条 東日本大震災の教訓及び現在の社会情勢を踏まえ、消防本部が平常時から整備して 

おくべき消防力及び消防水利のあり方等について検討するため、消防力の整備指針及び消 

防水利の基準に関する検討会(以下「検討会」という。)を開催する。 

 

(検討項目) 

第２条 検討会では次に掲げる項目について検討する。 

（1）東日本大震災を踏まえた｢消防力の整備指針｣の見直しに関すること 

（2）社会情勢等の変化に対応した｢消防力の整備指針｣の見直しに関すること 

（3）東日本大震災を踏まえた｢消防水利の基準｣の見直しに関すること 

（4) その他必要と認める事項に関すること 

 

(検討会) 

第３条 検討会は次項に掲げる委員をもって構成する。 

２ 委員は、消防庁長官が委嘱する学識経験者、地方公共団体の消防関係者等とする。 

３ 検討会には、委員の互選により座長を置く。 

４ 座長は、検討会を代表し、会務を統括する。 

５ 座長に事故がある時は、座長が指名した委員がその職務を代理する。 

６ 検討会には、委員の代理者の出席を認める。 

７ 座長は、特に必要があると認めたときは、委員以外の者を検討会に出席させることがで 

きる。 

８ 検討会は原則公開・公表とするが、特段の理由がある場合には、委員の過半数の賛成で

非公開とすることができる。 

 

 (ワーキンググループ) 

第４条 検討会における調査・検討を踏まえ、より実務に即して調査・検討内容を精査する 

ため、検討会にワーキンググループ(以下「ＷＧ」という。)を置く。 

２ ＷＧ委員は、消防庁長官が委嘱する学識経験者、地方公共団体の消防関係者等とする。 

３ ＷＧにグループ長を置き、座長がグループ長を兼ねるものとする。 

 

 (委員の任期) 

第５条 委員の任期は、検討会の運営期間とする。 

 

 (庶務) 

第６条 検討会に係る庶務は、消防庁消防・救急課が処理をする。 

 

 (雑則) 

第７条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は座長が定める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２５年９月２日から実施する。 

別紙１ 



消防力の整備指針及び消防水利の基準に関する検討会 

委員 
（敬称略：五十音順） 

 

 

 

 

荒 井   守   全国消防長会副会長（横浜市消防局長） 

伊 藤 英 男   危険物保安技術協会事故防止調査研修センター長 

大 江 秀 敏   全国消防長会会長（東京消防庁消防総監） 

小 川 英 雄   静岡県危機管理監 

古 口 達 也   茂木町長 

座 間 信 作   横浜国立大学客員教授 

重 川 希志依   常葉大学大学院環境防災研究科教授 

清 水 庄 平   立川市長 

関 澤   愛   東京理科大学大学院国際火災科学研究科教授 

田 村 圭 子   新潟大学危機管理室教授 

中 川 和 之   株式会社時事通信社解説委員 

原   正 之   財団法人日本消防協会理事長 

山 口 芳 裕   杏林大学医学部救急医学教室教授 

         

合計１３名 

 

 

別紙２ 



消防力の整備指針及び消防水利の基準等に関する検討会 

ワーキンググループ委員 
（敬称略：五十音順） 

 

 

 

 

秋 山 昭 二   財団法人日本消防協会業務部長         

石 松 秀 喜   北九州市消防局長 

及 川 淳之助   気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部消防長 

大 野 耕 司   金沢市消防局長 

小 澤 浩 子   赤羽消防団副団長 

座 間 信 作   横浜国立大学客員教授 

清 水 庄 平   立川市長 

関 澤   愛   東京理科大学大学院国際火災科学研究科教授 

德 留 壽 一   東京消防庁企画調整部長 

山 口 芳 裕   杏林大学医学部救急医学教室教授 

         

合計１０名 

 


